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定期監査結果の報告について

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第９項の規定

によりその結果を別紙のとおり報告する。
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定 期 監 査 結 果 報 告 

１．監査の対象、期間及び監査日 

対    象 
監 査 日 

部 課 名（学校・園） 期  間 

教育委員会

事務局教育部

教育総務課

豊 田 南 小 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊田北部小学校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

青 城 小 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊 田 東 小 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊 岡 南 小 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊 岡 中 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊 田 中 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

豊 田 南 中 学 校
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 25 日 

こ ど も 部

幼 稚 園

保 育 園 課

豊田北部幼稚園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

豊 田 東 幼 稚 園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

青 城 こ ど も 園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

豊田南こども園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

豊 岡 南 幼 稚 園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

豊 岡 こ ど も 園
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら

令 和 ４ 年 ８ 月 ま で
令和４年 10 月 31 日 

２．監査の方法 

   磐田市監査基準に基づき実施した。提出された監査資料、関係帳票及び証

ひょう書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、事務執行

が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。 
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３．監査の結果 

   監査した事務は、概ね適正に処理されていると認められたが、一部におい

て改善・検討を要する事項が見受けられた。その監査結果の概要は、次のと

おりである。なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都

度、関係職員に対して改善又は検討を要望したので記述を省略した。 

【教育委員会事務局教育部 教育総務課（小学校・中学校）】 

指摘事項 

  理科薬品の管理について、保管する薬品の現有量が理科薬品管理台帳と一致

しないもの、薬品の増減理由や時期が不明なもの、棚卸時の現有量を台帳へ記

入していないものが見受けられた。 

  これまでも各学校にて厳格に管理するよう繰り返し要望しているものの、適

正な取扱いが徹底されていない。 

  理科薬品には劇物にあたる薬品も含まれていることから、各学校での管理状

況及び管理体制を検証し、全ての学校において適正な管理を徹底するための有

効な対策をとられたい。 

所見（要望事項） 

  特になし 

【こども部 幼稚園保育園課（幼稚園・こども園）】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 
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